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新型コロナウイルス感染症対応に伴う臨時休業について(第３報) 

「令和２年５月７日からの学校教育活動再開について」 

 

新緑の候 皆様におかれましては益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、本校では新型コロナウィルス対応に伴う臨時休業を続けて参りましたが、青

森県教育委員会の通知(4 月 30 日)により、5月 7日から学校教育活動を再開すること

としました（別紙参照）。また上記通知を受けて、次のような対応をいたしますので御

理解と御協力をお願いいたします。 

 

記 

 
１ 授業及び学校行事について 
授業は 5 月 7 日より通常通り実施します。学校行事等については、出校後に御連絡

いたします。また、感染が心配で登校を見合わせた場合は、欠席としない等の配慮は

継続いたします。 
なお、三農会館における食堂は当面の間、食事の提供をいたしませんので、昼食は

持参してください。 
 
２ 寄宿舎「志岳寮」について 

5 月 6 日(水)13:00～17:30 に入寮してください（4 月 22 日付「新型コロナウイルス

感染症による 5 月の入寮について(調査)」で入寮を希望した生徒）。なお、今年度まだ

入寮できていない生徒は、提出書類を持参してください。 
寮生活では、継続して消毒など衛生管理を徹底するともに毎日検温を行い健康状態

を把握していきます。また手洗いの指導や配膳計画等を見直して感染対策を講じます。 
 
３ 部活動や委員会活動について 

3 つの条件（密閉、密集、密接）が重ならないようにして、再開します。なお活動

時間は当面の間、最長 2 時間程度とします。 
 
４ 衛生管理について 
生徒（職員含む）それぞれに、健康カードをもたせ検温など健康状態を把握して対

応します。併せて教室内の換気や消毒、手洗いの指導、マスクの着用などできる限り

の対策を行います。 
 
５ その他 
今後、上記について変更が生じた場合は、学校ホームページで御連絡いたしますの

で、毎日ホームページを御確認いただくようお願いします。 
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